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たとえば、こんな事業をおこなっています
『多摩区子育て支援パスポート』

たまたま子育てまつり（毎年9月中頃開催・場所：多摩市民館、多摩区役所）

　多摩区在住の妊娠中のかた、および概ね18歳までの子どもが
いるご家庭を応援する「多摩区子育て支援パスポート」を発行し
ています。区内の商店街などの協力により、お店独自のサービス
が受けられます。割引などの特典サービスを受ける場合には「多
摩区子育て支援パスポート」の提示をお願いします。サービス内
容など、詳しくは公式ホームページをご確認ください。

　「たまたま子育てまつり」は、地域の子育て支援団体、企業、
商店、行政などが、多摩区で子育て中のお父さんお母さんを応援
することを目的として、開催している「おまつり」です。
　牛乳パック工作、ゲーム、情報広場やパ
フォーマンスなど、さまざまなイベントが繰
り広げられ、毎年多くの親子が集います。

　お子さんの健やかな成長を育むために、人とのつながりの中で自然とふれあいながらの
外遊びはとても大切です。多摩区では「多摩区こどもの外遊び交流委員会」が季節や場所に
合わせた遊びを企画しています。また、子育てグループ（団体）向けに外遊び道具を貸し出す
など、区民の外遊び活動の支援をおこなっています。
　身近な公園などで、お父さんやお母さんたちも、お子さんがのびのび・のんびり遊べる遊び場
を開いてみませんか？ 開き方がわからないときは外遊び交流委員会がお手伝いします。

こどもの外遊び交流事業

落葉のじゅうたんの上で、
ロープの橋わたり

人気の木工コーナー

まーるちゃん

で検索！

多摩区子育て支援パスポート

https://www.city.kawasaki.jp/tama/page/0000028368.html
●多摩区の外遊び（プレーパーク活動）については60ページをご覧ください

https://tamaku-kosodatepassport.com

問い合わせ●多摩区役所 地域ケア推進課　☎ 044-935-3228

問い合わせ●多摩市民館　☎ 044-935-3333

問い合わせ●多摩区役所 地域ケア推進課　☎ 044-935-3241
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　“ピクニックタウン多摩区”とは、森・川・原っぱ・農地など、多摩区の豊か
な自然環境をいかして、のんびりゆるゆると、ときには元気いっぱいに、こ
のまちでの暮らしを楽しむまちづくりのことです｡「ピクニック」を通じて、
“このまちに住みたい、住み続けたい”と思う人を増やし、まちの活性化につ
なげることを目的としています。
　各種SNSで多摩区の魅力スポット・関連イベントの紹介や季節ごとの地
元ネタなどの情報を発信しています。

川崎市の子育て関係ホームページ

かわさき子育てアプリ

　ホームページやアプリなどさまざまな媒体で多摩区の子育て情報を発信しています。

https://www.city.kawasaki.jp/kodomo/

　妊娠・出産、育児、手当、相談など川崎市の各種制度、保育所や
幼稚園、小・中学校などの施設をご案内しています。

https://www.city.kawasaki.jp/tama/category/307-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html

　子育てに関するさまざまな情報をご紹介
しています。多摩区内で開催される地域の
子育て支援の催しや子育ての相談先などの
情報もあります。ぜひご利用ください。

　川崎市の公式アプリ「かわさきアプリ」のひとつである
「かわさき子育てアプリ」は、予防接種やお子さんの成長記
録などが管理でき、妊娠から出産、子育てまでをサポートし
ます。また、お子さんの健診の時期や必要な手続きなどの情
報をプッシュ通知でお知らせするほか、保育所、幼稚園など
の子育て関連施設を地図から検索することができ、地域の
子育てイベントの情報なども確認することができます。

で検索！

かわさき子育てアプリ詳しくは

●「川崎市　こども・子育て」で検索！

●「多摩区こそだてweb」で検索！

Facebook noteXInstagram

Android

iOS
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　一人ひとりが自分のために力をつけること、周りの人たちと協力することが大切になって
いきます。今からできることを考えて、少しずつ始めてみましょう。
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●地域包括ケアシステム
　川崎市では、高齢者だけでなく、障がいのあるかた、子ども、子育て中のかた、今はケアを必
要としていないかたを含めたすべての市民を対象に、地域包括ケアシステムの構築をすすめて
います。
　そのための「意識づくり」の一環として、ポータルサイ卜やマンガなどを活用して、普及啓発に
取り組んでいます。

自分のために行うこと（自助）と周りの
人と協力して助け合うこと（互助）に
みんなが取り組むことが大切なんだね。

今からできることを少しずつ
始めればみんなが暮らし
やすいまちになるね。
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●地域包括ケアシステムポータルサイ卜

●マンガで伝える地域包括ケア
　「マンガで伝える地域包括ケア」をポータル
サイ卜で公開中 !
　川崎市の地域包括ケアシステムをわかりや
すく紹介しています。

　地域で気軽に参加できるイベン卜などの情
報を発信しています。親子で交流する身近な
地域のつながりを探してみませんか。

　川崎市は2001年に「川崎市子どもの権利に関する条例」を施行しました。この条例は、国連総会で
採択された「子どもの権利条約」に基づいて、多くの市民や子どもたちの声をもとにつくられました。
　条例では、前文で基本的な考え方として、子どもは一人ひとりみんな大切な人間であり、子どもの
権利は、一人ひとりが自分らしく生きていくために不可欠であること、また、自分の権利が保障され
るためには、ほかの人の権利が大切にされなければならず、尊重しあうことが大切であることとして
います。そのうえで、子どもの大切な権利として次の７つの権利をあげています。

詳しくは川崎市のホームページをご覧ください。

川崎市子どもの権利に関する条例

１　安心して生きる権利
２　ありのままの自分でいる権利
３　自分を守り、守られる権利
４　自分を豊かにし、力づけられる権利
５　自分で決める権利
６　参加する権利
７　個別の必要に応じて支援を受ける権利

川崎市子どもの権利に関する条例 　
大切な7つの子どもの権利

https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/60-2-1-0-0-0-0-0-0-0.html

基本的な視点

　子育て中の保護者や子どもの声を聴きながら、地域団体や各種機関がみんなで話しあい、地域
の子育て支援の共通目標として策定しました。基本理念や基本的な視点に基づいてさまざまな事
業を区民のみなさんとともに取り組み、子ども・子育て支援の地域の輪が、さらに大きく広がるよう
に推進していきます。

　「多摩区こども・子育て実態調査」の調査結果や「たまっ子育成会議」で議論された声をもとに、区
民や支援団体などからなる連携会議の中で話しあいを重ね、策定しました。

多摩区こども・子育て支援基本方針

[基本理念]  子どもの健やかな成長の喜びをすべての世代が共有できるまち
1　子どもが地域の一員として健やかに成長するまち

2　誰もが安心して楽しく子育てができるまち

3　子育てを通じて多世代がつながるまち
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　あるときは地域を草の根で支え、あるときはまちの“顔”として、あなたの相談相手にも
なってくれる頼もしいかたがたです。地域の楽しい催しや、毎日の暮らしの中でよく見かけ
る「あの人」も、こういった活動のかたなのかもしれません。ほとんどの活動がボランティ
アです。

社会福祉協議会

法律により、全国・都道府県・市区町村単位で設置
されています。子育てサロンやボランティア活動の支
援・福祉教育・教育支援資金の貸付相談などの事
業を通じて、地域の中のさまざまな福祉課題の解決
を目指しています。また、地域には任意団体の地区社
会福祉協議会もあります。

民生委員児童委員・主任児童委員

厚生労働大臣から委嘱され、地域の社会福祉活動を
おこなっています。守秘義務があるので、子どもやお年
寄り、生活のことなどをお気軽にご相談ください。
登校時の見守りや子育てサロン活動などをおこなって
いる地区もあります。

町内会・自治会
　

住みよいまちづくりを目指した自主的
な組織。防災や安全・安心、環境美化、
地域行事などさまざまな活動をおこな
っています。「いざ」というときも毎日の
暮らしでも、いつでも“頼りになるお隣
さんやご近所さん”の代表です。

こども会

子どもが主役の団体。地域の町会、自
治会ごとの会では独自の活動や行事
に参加できます（盆踊り、餅つき大会
など）。区全体では野球、羽根つき大
会、作品展（絵画・書道）、研修会など、
子ども同士の交流により通学区域外
の友だちや知り合いができ、視野を広
げます。

青少年指導員
　
市・県から委嘱を受け、青少
年の健全育成を推進し、青少
年に望ましい地域づくりのた
めのパトロールや社会環境調
査などを町内会・自治会や青
少年関係団体と連携しておこ
なっています。

子育て支援団体・
NPO

地域の保護者への子育て支援
を目的にしている団体です。
友だちづくりのサロンやイベン
トなどの事業を開催したり、相
談や一時預かり、家事・育児
のサポート、ネットワークづく
りなどをおこなっているところ
もあります (有償も含む )。

スポーツ推進委員

市から委嘱を受け、地域に根ざ
したスポーツ・レクリエーション
や健康増進のための活動をおこ
なっています。「ウォーキング事
業」や「区民体力テスト」などの
楽しい催しや、地域の子育て支
援事業に協力しています。

川崎市多摩区社会福祉協議会
☎ 044-935-5500

多摩区役所 地域振興課
☎ 044-935-3133

多摩区役所 地域振興課
☎ 044-935-3133

多摩区役所 地域振興課
☎ 044-935-3133

多摩区役所 地域ケア推進課
☎ 044-935-3295
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母子健康手帳について
　妊娠中の経過や出生後のお子さんの発育・発達などを記入する大事な健康の記録です。
　小学校に入るときの健康診断の参考になったり、成長してからも予防接種の記録になったりしま
すので大切に保管しましょう。　
問い合わせ●多摩区役所 地域支援課　☎ 044-935-3264

妊婦健康診査・歯っぴーファミリー健診について
　安全に出産を迎えるために、妊娠中の定期的な健康診査により母子の健康状態を確かめることが
必要です。妊婦健康診査は、14回分について健診費用の一部を川崎市が助成しています。また、
妊婦とそのパートナーの健康づくりを目的として、歯科健診１回分について費用の一部助成をしてい
ます。「妊婦健康診査費用受診券」「歯っぴーファミリー健診受診券」は母子健康手帳とともに交付
されます。
問い合わせ●健康福祉局 保健医療政策部 歯科保健政策担当　☎ 044-201-3182
　　　　　　妊婦健診の問合せ先は多摩区役所地域支援課　  ☎ 044-935-3264　

「妊婦のための支援給付」および「妊婦等包括相談支援事業」について
　令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援をおこなうため、妊婦の身体的・精神的・経済
的負担を軽減することを目的とした「妊婦のための支援給付」、相談支援や保健指導を通じて、安心し
て子育てできる環境を整備することを目的とした「妊婦等包括相談支援事業」を開始しました。妊産婦
に対し、妊娠届出後に１人あたり5万円、産後の訪問後に妊娠していた子どもの数×5万円の妊婦支援
給付金を支給しますので、妊娠届出時の面談後にお渡しする申請案内から申請をしてください。
問い合わせ●妊婦支援給付金コールセンター　☎ 0120-123-004

産婦健康診査について
　産後２週間・産後１ヶ月の出産後間もない時期の産婦に対する健康診査で、母体の身体的機能
の回復や授乳状況・こころの健康状態の把握を行う健診です。産婦健康診査は、健診費用の一部
を川崎市が助成しています。
※１回の健診あたり5,000円まで（最大2回まで）
問い合わせ●川崎市こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 母子保健担当  ☎ 044-200-2450

　部署名 　　　　　担当・係名      電話番号 　　　　　　　　　　　　　 内　　容

妊
娠
が
わ
か
っ
た
ら

地域ケア
推進課

地域支援課

児童家庭課

区民課

保険
年金課

地域サポート係

企画調整係
管理運営係

地区支援係

児童家庭サービス第１係

児童家庭サービス第 2係

住民記録第１係
住民記録第２係
住民記録第３係

国民健康保険担当
後期・介護・医療費助成担当

証明発行コーナー

☎ 044-935-3295
☎ 044-935-3228

☎ 044-935-3101
☎ 044-935-3117

☎ 044-935-3297

☎ 044-935-3293

☎ 044-935-3152
☎ 044-935-3154

☎ 044-935-3156

☎ 044-935-3164
☎ 044-935-3214

☎ 044-935-3264

おもな行政の窓口（子ども・子育て支援関連内容について抜粋）

民生委員児童委員、主任児童委員
子どもに関する情報の収集・発信
地域包括ケアシステムの推進

母子健康手帳の交付、乳幼児健診、
０歳～１８歳の子ども・子育てに関する相談、
栄養相談、食事に関する講座関連 

児童扶養手当の申請、母子父子寡婦福祉資金
の貸付の相談、医療費の申請（小児慢性特定
疾病、養育医療、育成医療、療育医療）

児童手当の申請、市立小中学校への就学
住所の届出

出生・婚姻など戸籍の届出
住民票の写し
川崎市国民健康保険の給付
小児医療費の助成

認可保育所等の申請

☎ 044-935-3328


